
自治会加入促進 

個人情報取扱の手引き 

～近助力があるまち。そのためには、一人ひとりの力が必要です～  

福津市  
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  自治会は、住民同士の交流や生活環境の改善、防災や見守り活動を通じて、住みよ

い地域づくりを目指しています。しかし、価値観の多様化や関心低下により、脱退・未

加入者が増え、地域のつながりが弱まっています。 

 そのため、自治会では加入促進の取り組みを行っていますが、自治会活動の意義や

加入の必要性が十分に浸透していない状況があります。本手引きでは、未加入世帯へ

の勧誘手順や具体例をまとめていますので、自治会活動の活性化にご活用ください。 

令和７年２月改訂               福津市地域コミュニティ課  

この冊子について 

この冊子について 
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1．自治会について 

自治会とはどんな組織？  

 自治会とは、一定の地域を単位として、自主的に運営されている最も身近な自治組

織です。自分達のまちのために、みんなで話し合いながら、さまざまな活動を行って

います。これらの活動は、主に自治会加入者の皆さんの会費で、運営されています。  

どんな活動が行われているの？  

 自治会では、地域の困りごとや心配ごとの解決に取り組み、親睦行事などを通じて

住民同士の交流を深めたりするなど、さまざまな活動が行われています。  

 

自治会活動 

 

 

  

回覧・連絡 

防犯活動 

自主防災 

活動 

美化活動 

支え合い

の活動 

親睦活動 

地域の改善

要望書の 

とりまとめ 

地域一体 

の郷づくり

活動 
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回覧・連絡 

防犯活動 

 自主防災 

活動 

美化活動 

 

支え合い

の活動 

親睦活動 

 

地域の改善

要望書の 

とりまとめ 

地域一体 

の郷づくり

活動 

回覧板や掲示板を通じて、自治会内での連絡や地域の防犯

情報を各世帯にお届けします。 

防犯灯の維持管理を行い、夜道の安全を確保したり、事件・事故の情報を住民

に伝えています。 

防災訓練や自主防災会を通じて、災害時の体制を整え、 

地域全体で防災活動を行います。 

清掃活動や分別（ごみ）ステーションの運営など、 

美化活動を行い快適な住環境を守ります。 

子どもや高齢者の支援、見守り活動、募金活動など、地域の支え合いを推進し

ます。 

祭りや敬老会などの行事を開催し、地域の交流や連帯感を深め

ます。 

地域の困りごとをまとめ、行政が対応すべきことに関しては、 

市に要望書を提出し改善を進めます。 

概ね小学校区を単位とした、地域が一体となってまちづくりに取り組む 

「郷づくり推進協議会」においても、自治会は中心的な役割を果たしています。 



 

5 

 地域行事を通じて親睦

を深め、安心して暮らせ

る環境を作ります。 

安心・安全 緊急時 課題解決 

 地域の問題をみんなで

協力して解決し、行政に

も要望を伝えます。 

 災害時や困った時、近

隣の住民が支え合い、安

否確認などを行います。 

2．未加入世帯への加入勧誘の進め方 

 新しく住民が転入した際は、自治会独自のあいさつ状を持参し、活動への理解と協力をお願い

してはいかがでしょうか。効果的に伝えるには、以下の3つのポイントが重要です。 

 ☑まずは顔を合わせて話をする。 

 ☑自治会の活動が分かる資料を持っていく。 

 ☑役員や組長の連絡先を伝える。 

 加入を呼びかける際は、自治会の目的や活動内容を具体的に伝えることが重要です。 

防犯灯の管理や災害備蓄など、役割を積極的にアピールし、手順を参考に地域に合った方法で

進めましょう。 

  未加入世帯の把握 

 まず、自治会の会員名簿を整理し、未加入世帯を把握します。役員や組長と協力して調査

を行い、特にマンションやアパートの場合は管理人や家主から協力を得ることが大切です。 

  訪問日の決定 

 訪問先の都合を最優先に、訪問者の人選とスケジュールを調整します。 

 2人が適当で、3人以上は圧迫感を与える可能性があります。 

自治会長と副自治会長、または自治会長と組長など、地域課題に詳しい役員を選びます。 

相手の都合に合わせ、夜遅くの訪問は避け、初回は簡単な説明で5分程度にとどめます。 

 訪問人数 

 訪問者の人選 

 訪問時間 

 1 

 2 

未加入者への訪問 

自治会加入を勧める理由 
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  説明資料の準備 

加入の勧誘文書・加入促進チラシ 

自治会の規約・総会資料 加入申込書 

聞き取り記録票 

 自治会の紹介、活動内容、加入の重要

性、加入のお願い、問い合わせ先など

を掲載した勧誘文書を作成します。必

要に応じて、加入促進のチラシも準備し

ます。 

※加入勧誘文書等の作成例（10～12ページ） 

 加入しない理由や手渡した書類、再訪

問時に参考となる事項を記録するため

のものです。訪問相手に配慮し、訪問終

了後に記入しましょう。 

※聞き取り記録票の作成例（13ページ）  

（当該年度の事業計画及び予算書） ※加入申込書の作成例（23ページ）  

  訪問前の打ち合わせ 

  未加入世帯への訪問 

訪問ルート、時間、役割分担を事前に確認し、スムーズに訪問できるよう準備します。 

誠実に対応し、「地域に溶け込むために加入をお願いする」気持ちで説明します。 

「〇〇自治会の〇〇です。ご加入をお願いしたく伺いました。」 

自己紹介と目的説明 

「この自治会では、よりよいまちづくりのために、地域住民が協力し合って、日常生活

に関わりの深い活動を行っています。」  

活動紹介  

「こちらをお読みいただき、加入をご検討ください。」 

勧誘文書提供とお願い 

 質問には丁寧に答え、理解を深めてもらいましょう。 

質問対応 

 4 

 5 

 3 
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 「おっしゃることは理解しました。今後の運営に活かすため、よろしければ理由を教え

てください。」 

●加入を拒否された場合  

勧誘文書等を渡し、理解をお願いして帰ります。 

※再訪問し、少しずつコミュニケーションを取るよう心がけます。 

 「ご加入ありがとうございます。〇〇さんが組長です。今年度は〇〇の活動予定です 

ので、ご都合が合う時に参加してください。」 

●すぐに加入を希望される場合  
その場で加入申込書に記入してもらいます。 

※連絡がなければ再訪問して意向を確認し、保留の理由をメモして次回説明します。 

「ご加入いただける場合は、ご記入後にご連絡ください。また、○月○日にイベントを開

催しますので、よかったら参加してみてください。」 

●加入を保留された場合  
 加入申込書を渡し、連絡先を伝えて再度お願いして帰ります。 

▲無理強いにならないようにしましょう  

  自治会への加入は任意です。強制ではなく、あくまでお誘いとして進めましょう。 

▲相手の状況に合わせた勧誘を   

 未加入の理由は様々です。相手の事情を尊重しながら話を進めましょう。 

▲アパート・マンションの家主さんにも協力依頼を    

 アパートやマンションでは家主や管理責任者に主旨を説明し、協力を得て勧誘を進

めましょう。 

▲活動には地域全体で取り組みましょう  

 役員会で方針を共有するなど、自治会全体で一体感を持って進めましょう。 

▲加入を拒否する方については、まず理解の糸口を探すことから   

  加入を拒否された場合も、時間をかけて話し合い、柔軟に対応しましょう。 

▲加入後のフォローを忘れずに  

 新規加入者が地域に馴染めるよう、行事参加時の声かけや紹介などでサポートしま

しょう。 

訪問の際に注意しておきたいこと 
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よくある質問と回答例 

   「自治会は、同じ地域に住む人々が、親睦を深め、地域の環境美化や防犯活動、ゴ

ミの分別、パトロール、防犯灯の管理などを行う団体です。地域を住みやすくする

ために自主的な活動をしています。」 

●自治会とは何か？ 

   地域や町内の情報、行事日程が迅速に届きます。 

●加入してどんなメリットがあるのか？   

   住民同士の顔が見える関係が築け、安心して暮らせます。 

   道路や側溝、照明などの生活環境改善を自治会を通じて市に要望できます。 

    災害時には、自治会単位での助け合いや情報伝達がスムーズに行われ、迅速な対

応が可能です。 

   「防犯灯の維持管理やゴミ（分別）ステーションの運営は、私たちの生活に密接に

関わっています。自治会は、地域の安全や快適さを保つために協力し合う場です。 

  ご協力をお願いします。」 

●自分には関係ないように思うが？ 

   「加入は強制ではありませんが、防犯灯の維持やごみの分別、地域の問題解決に

は自治会の助け合いが必要です。ぜひ加入してください。」 

●自治会加入は強制なのか？ 

●自治会は、具体的にどんなことをしているのか？ 

   「防犯灯の管理、ごみステーションの運営、一斉清掃、地域イベントや防災活動を

行っています。」 

●税金を払っているので、地域のことは市がしてくれるのでは？ 

   「行政だけでは対応しきれない地域の課題が増えています。自治会と行政が協力

し、住民が主体となって地域問題を解決することが求められています。」 

●夏祭りなどのイベント、防犯パトロールや清掃活動などは、必ず参加 

 しなければならないか？ 

   「参加は必須ではありませんが、活動を通して、顔の見える関係を築くことが、安心

で、住みやすいまちづくりに繋がります。まずはできることから参加してください。」 

 3．よくある質問と回答例 

 

自
治
会 

 

自治会について 
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自治会費について 

 「防犯灯や公民館の維持管理、行事費用、清掃費用などです。」 

 「自治会活動に必要な経費です。ご意見は頂戴し、今後の運営に活かします。」 

●自治会費が高いので支払いが負担です。 

●自治会費は、どのように使われるのか？ 

「役」について 

       

「公民館は自治会の財産であり、建設費や維持費等などは会費で賄われています。」 

●なぜ、入会金（公民館負担金等）を払う必要があるのか？ 

●自治会には、会費以外の収入はあるか？ 

地域内で予算配分が可能な「地域予算制度」により、協議会を通じて市から交付金があります。 

 「高齢などで負担が大きい場合は、相談いただければ免除制度を検討します。」 

 「会議出席、会費集金、イベント手伝いなどです。」 

●組長は、どんなことをしているのですか？ 

●高齢のため、自治会長や組長など役が回ってくるのが嫌です。 

その他 

   「個人情報は自治会運営に必要な範囲でのみ利用し、第三者には提供しません。管理

は厳重に行います。」 

●個人情報は、安全に管理されているのか？ 

   「役員は持ち回りです」 / 「行事の手伝いでも助かります」 / 

   「会費だけでも自治会運営に貢献できます。」 

●学生（単身）のため長くは住まないが、加入すべきか？ 

「自治会活動は生活の安全や環境維持に役立っています。短期間でもご加入ください。」 

●単身で帰りも遅く、留守にしがちなので、役員にはなれない。 

 

自
治
会
費 

「
役
」 

そ
の
他 
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4．参考資料【加入勧誘文書等の作成例】 
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5．自治会における個人情報の取り扱い 

  自治会では、個人情報保護法に基づき、適正に情報を取り扱うことが求められます。 

以下の点に留意しましょう。 

 個人情報の利用目的を予め明確にし、本人に伝える。 

 取得した情報を他の目的に利用しないようにする。 

 収集した個人情報は、安全に保管し、漏洩を防止する。 

１．利用目的を決め、予め本人に伝える 

２．決めた目的のこと以外に利用しない 

３．取得した個人情報は安全に保管する 

 個人情報を第三者に提供する際は、本人の同意を得ることが必要です 

  ※法令に基づく場合を除く 

４．個人情報を第三者に提供するときは本人の同意を得る 

自治会は申込書に利用目的を明示し、利用目的外の利用を禁じる。 

名簿配布は自治会員のみに限り、他の目的での利用を禁止する旨を明記する。 

個人情報とは 

 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名、住所、電話番号、生年月日など、特定の個人

を識別できるものを指します。 

 

 

●  

●  

●メールアドレス: 個人が識別できる個人名や団体名が含まれる場合（例: fukutsu.tarou@～） 

●映像・音声: 特定の個人が識別できる場合 

 

個人情報保護法とは 

個人情報保護法は、個人の権利・利益を守りながら、個人情報を適切に活用するための法律です。

平成17年4月に施行され、当初は5,000人分以下の個人情報を扱う事業者は対象外でしたが、平

成29年5月の改正法で、全事業者（自治会などの非営利組織を含む）が適用対象となりました。 

6．個人情報保護法について 

個人情報に該当するもの 

  自治会における個人情報の取り扱いルール  1 

 2   加入申込書の作成にあたって 

  作成した自治会名簿の配布にあたって  3 
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 自治会での適切な対応 

 自治会は個人情報を正しく管理・利用し、住民の安心感を高めることが求められます。活動のため   

の名簿が必要であること、連絡や緊急時に活用するために情報提供が不可欠であることを説明し、 

住民の理解を得ましょう。 

個人情報の利用目的と収集範囲の決定 

  個人情報を収集する際は、利用目的を明確にし、必要最小限の範囲に限定します。 

その目的を会員に説明できるよう準備しましょう。 
 

 

＜例＞会員名簿を作成する場合の利用目的、収集する個人情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用目的を会員に知らせた上で、適切な手段で情報を取得する。 

  ●周知方法 ： 「個人情報取扱基準」を作成し、総会や回覧板で年1回程度周知 

  ●取得方法 ： 加入申込書など、本人から書面で取得する際に利用目的を記載 

  例 ： 加入申込書の余白部分に「この情報は自治会活動（名簿作成、災害支援など）のために 

     利用します」と明示する。       

【参考】⇒ P20～23 

     個人情報の回収方法 

        ○封筒で回収するなど、他人に見られない工夫をする。 

        ○回覧板に一覧表を付ける方法は避け、信頼を損なわない管理を心掛ける。 

          

         同意が得られない場合 

        ○名簿の利用目的や適正管理を説明し、同意を得るよう努める。 

      ○同意が得られない場合は掲載せず、一部項目のみの同意時はその内容だけ記載する。 

 

 

 収集した情報で名簿を作り、表紙に利用目的や注意事項を記載する。 

【参考】⇒ P24：会員名簿【表紙部分】（例） 

 個人情報の利用目的と取得する情報の範囲を決める 

 利用目的の周知と適切な方法での取得 

 名簿を作成する 

利用目的 

○会員名簿や区域図の作成 
○自治会行事の案内 
○会費徴収や自治会運営 
○災害時の支援活動 

収集する 

個人情報 

○氏名、住所、電話番号 
○生年月日（イベント運営のため） 
○性別、緊急連絡先（災害時支援のため） 

7．名簿の作り方 

 1 

 2 

 3 
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 1  
 

  ●規約に個人情報の取扱い方法を追加し、「個人情報取扱基準」を明確に策定する 

   ●年1回程度、総会や回覧を通じて基準を会員に周知する 

   ●利用目的を明確化し、会員の理解と安心を促進する 

      【参考】⇒ P20：個人情報取扱基準（例） 

 ＜例＞個人情報の取り扱いに関する規定を規約（会則）に追加する場合の条文 

 

 

 

 

 

  ＜例＞管理方法 

 

 

 

 

 

 

  ●定期的に名簿を見直し、正確性を保つ 

  ●不要になった名簿や個人情報は速やかに廃棄・削除する 

  ●会員が変更を速やかに届け出られるよう、連絡先を周知する 

 

 

     個人情報に関する苦情は迅速かつ適切に対応する。 

 

  ●本人からの開示請求には、原則として応じる 

  ●内容に誤りがあれば調査を行い、訂正する 

  ●  

  ＜事例＞ 

 

 盗難、紛失等がないように管理方法を定める 

 定期的に見直し、不要になった名簿は適切に処理する  

（個人情報の取り扱い） 

   第○条 本会が自治会活動を推進するために必要とする、個人情報の取得、利用、 

提供及び管理については、「個人情報取扱基準」に定め、適正に運用するものとする。 

 苦情には適切かつ迅速に対応する 

○パソコンにはセキュリティソフトを導入し、パスワードを設定 

○書類や媒体は施錠できる場所に保管し、盗難・紛失を防ぐ 

○個人情報へのアクセスは許可者のみに限定 

○名簿配布時には盗難防止対策を徹底し、転売を禁止 

 個人情報の訂正等の申出に適切に対応する 

   会費納入リストの開示請求があった際、本人以外の情報は非開示とする。 

8．名簿の管理 

 2 

 3 

 4 
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  取得した個人情報は、定めた利用目的の範囲内でのみ利用する。 

 

 

 

 

  ●利用目的を超える場合は、事前に本人の同意を得る必要がある 

  ●提供時には日付や提供先を記録し、3年間保存する 

 

         事前同意の重要性 

 

 

         提供依頼時の対応 

 

 

  ◆本人の同意がなくても第三者に提供できる主な場合◆ 

   ●法令に基づく場合 

     捜査に必要な取り調べや捜査関係事項照会への対応 など 

   ●人命に関わる場合で本人から同意を得るのが困難なとき 

     ・大規模災害や事故等の緊急時に負傷者情報を家族に提供する場合 

     ・急病人の血液型や家族の連絡先を医師や看護師に伝える場合 など       

   ●公衆衛生や児童健全育成のため必要な場合 

     児童虐待の可能性がある家庭事情を関係機関と共有 

   ●行政機関が行う事務への協力が必要な場合 

     一般統計調査や地方公共団体が行う統計調査に回答する場合 など 

 

 

     提供を受けたことを記録し、3年間保存する。 

利用目的の範囲内で利用する 

利用目的外の第三者へ提供する際は、あらかじめ本人の同意を得て提供したことを記録 

   自治会と関係が深い団体への情報提供は、あらかじめ利用目的に含めて同意を得ておく。 

 

第三者から個人情報を提供してもらう場合の対応 

9．名簿の利用 

 1 

 2 

 3 



 

18 

 

 

●自治会で名簿を作成していないが、法は適用されるのか。 
 個人情報をデータベース化して利用している場合に適用されます。名簿を作成していな

くても、パソコンで個人情報を管理している場合は法の対象です。 

 

●個人情報取扱基準は作成しないといけないのか。 
  個人情報保護法に基準策定の義務はないが、国のガイドラインでは信頼確保のため策

定が推奨されています。 

 

●個人情報取扱基準の策定はどのように意思決定すべきか。 
  特に定めはありませんが、以下の方法が考えられます。 

●総会で議決後に策定する 

●役員会で決定後、回覧などで会員に周知する 

   自治会の規模や事情に応じて適切な方法をご検討ください。 

 

●個人情報取扱基準は全会員に周知する必要があるか。 
  必要です。特に、利用目的の通知や公表は法令で求められています。周知方法として、

総会や回覧が適切です。 

 

●個人情報の範囲はどこまでか。氏名のみでも個人情報に含まれるのか。 
  個人情報とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情

報を指します。 

例えば、生年月日のみでは特定の個人を識別することはできないため、個人情報には

なりません。一方、氏名は、社会通念上、それだけで特定の個人を識別することができる

ものと考えられるため、個人情報に含まれます。 

 

●自治会の広報紙に会員の名前や写真を載せたいが問題はないか。 
  写真や映像も個人情報に該当するため、事前に参加者に周知し、不都合があれば申し

出てもらうようにしましょう。 

 

●自治会未加入のアパート入居者勧誘のために、大家さんや管理会社に氏名   

 などを聞くことはできるか。 
  可能だが、大家や管理会社は入居者から同意を得ている必要があります。 

 

●本人の同意を得る場合、書面で同意を得る必要はあるか。 
  書面での同意は義務ではなく、口頭で同意を得ることもできますが、同意日時等の記

録を取りましょう。 

10．個人情報取扱に関するQ＆A 
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●災害等の緊急時に利用するため、「障がい」「病歴」「通院先の病院名」 

 などの情報も取得したいが問題はないか。 
 これらの情報が自治会活動に必要であることを説明できれば問題ありません。     

ただし、これらは「要配慮個人情報」に該当し、本人の同意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

●認知症のような傾向が見受けられる方と、個人情報の取得に関する同意を 

 交わすことは可能か。 
 本人が同意できる能力があるか慎重に対応し、もし成年後見人がいる場合はその同意を 

 得る必要があります。後見人がいない場合、家族に同意を得てもらいましょう。 

 

●行事等の対象者（例えば７０歳以上の方）を把握するため、民生委員から 

 情報を提供してもらうことは可能か。 
  民生委員は守秘義務があり、本人の同意なしに情報を提供することはできません。 

 ただし、法令に基づく場合や事務遂行に支障がある場合は同意なしで提供可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

●会員名簿を紛失してしまった場合はどうしたらよいか。 
   自治会長に連絡し、影響を受ける方に通知した後、被害拡大防止と再発防止策を検討

します。事前に対応方法を決めておくことが重要です。 

 

●個人情報を紛失してしまった場合、罰則などはあるか。 
   故意または第三者の不正な目的での提供や盗用があった場合、懲役や罰金が課されま

す。過失の場合は罰則対象外ですが、民法に基づく損害賠償請求の可能性があります。 

本人の同意を得ていない個人情報 

自治会 民生委員 

要配慮個人情報とは、人種、信条、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、障が

い、健康診断・検査の結果、医師等からの指導・診察・調剤が行われたこと、刑事事件・少年

の保護事件に関する情報等のことです。 

自治会で「障がい」や「病歴」など、災害時等の支援に必要な情報を収集する場合は、要配

慮個人情報にあたるため、あらかじめ本人の同意が必要です。 

要配慮個人情報とは 
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個人情報取扱基準（例）  

○○自治会個人情報取扱基準 

（令和〇年〇月〇日総会議決） 

（目的） 

第１条 この取扱基準は、○○自治会（以下「本会」という。）が保有する個人情報について適正な取り扱い

を確保することを目的として定めます。 

（責務） 

第２条 本会は、個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）等を遵守するとともに、自治会活動に

おいて個人情報の保護に努めます。 

（周知） 

第３条 本会は、この取扱基準を、総会資料又は回覧により、少なくとも毎年１回は会員に周知します。 

（管理者） 

第４条 本会における個人情報の管理者は、○○（例：会長等）とします。 

（取扱者） 

第５条 本会における個人情報の取扱者は、○○（例：役員、要援護者を支援する者など、範囲を指定す

る）とします。 

（秘密保持義務） 

第６条 個人情報の管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は

不当な目的に利用しません。その職を退いた後も、同様とします。 

（個人情報の取得） 

第７条 本会は、会長が「○○自治会加入申込書」などを、会員又は会員になろうとする者から受理するこ

とにより、個人情報を取得します。 

２ 要援護者の支援等のため、法に規定する障がいや病歴などの要配慮個人情報を取得する際は、本人

の同意を得て取得します。 

３ 本会が会員から取得する個人情報は、氏名（家族、同居人を含む）、生年月日、性別、住所、電話番

号、緊急時の援護の要否、避難支援等を必要とする事由、緊急時連絡先、その他連絡事項などで会員

が同意する事項とします。 

４ 本会が配付する○○自治会名簿に記載する個人情報は、氏名、○○○などで会員が同意する事項と

します。 

11．参考資料 
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（利用） 

第８条 本会が保有する個人情報は、次の各号に掲げる活動等に際して利用します。 

（１）会費の請求、管理、その他文書の送付など 

（２）会員名簿の作成及び会の区域図の作成 

（３）入学祝、敬老祝等の対象者の把握 

（４）災害等の緊急時における支援活動 

（５）災害時に備えた要援護者との日頃からの関係づくり 

（管理） 

第９条 個人情報は、会長又は会長が指定する役員が保管するものとし、適正に管理します。 

２ 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに復元不可能な状態にして廃棄します。 

（提供） 

第10条 個人情報は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供しません。 

（１）会員本人から個人情報を取得する際に伝えて同意を得ている範囲で提供する 場合 

（２）法令に基づく場合 

（３）人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合 

（４）公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進に必要がある場合 

（５）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対

して協力する必要がある場合 

（第三者提供に係る記録の作成等） 

第11条 取扱者は、個人情報を第三者（県・市役所を除く。）に提供したときは、第三者提供に係る記録を

作成し、保存します。 

（第三者提供を受ける際の確認等） 

第12条 取扱者は、第三者（県・市役所を除く。）から個人情報の提供を受けるに際しては、第三者提供を

受ける際の確認を行い、記録を作成し、保存します。 

（開示） 

第13条 会員は、第７条の規定に基づき提供した会員本人の個人情報について管理者に対し開示を請求

することができます。 

２ 管理者は、会員本人から会員本人の個人情報の開示について請求があったときは、本人に開示しま

す。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合 は、その全部又は一部を開示しない

ことができます。 

（１）本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場           合 

（２）自治会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合 

（３）他の法令に違反することとなる場合 
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（訂正、利用等の停止） 

第14条 会員は、第７条に基づき提供した会員本人の個人情報について管理者に対し訂正等及び利用の

停止等を求めることができます。 

２ 前項の請求があったときは、管理者は、該当する個人情報の訂正等及び利用の停止等を行います。た

だし、各会員にすでに配布されている会員名簿等は、訂正等及び利用の停止等について会員に連絡す

ることをもってこれに替えることができるものとします。 

（漏えい発生時等の対応） 

第15条 取扱者は、個人情報を漏えい、滅失、き損等の事案の発生又はその兆候を把握した場合は、管

理者に連絡します。この場合において管理者は、事実及び原因の確認、被害拡大の防止、影響を受け

る本人への連絡、再発防止等の対応を行います。 

（苦情の処理） 

第16条 管理者は、本会の個人情報の取り扱いについての苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に

努めるものとします。 

（開示請求及び苦情相談窓口） 

第17条 本会における、開示請求及び苦情相談窓口は、○○とします。 

 

（附則） 

この取扱基準は、令和○○年○月○日から施行します。 

 

※下線部は、要援護者の個人情報を取得する自治会における「個人情報取扱基準」の記載例です。 
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自治会加入申込書（例） 

 
令和○〇年○月○○ 日 

○○ 自治会会長 あて 

 

○○自治会加入申込書 

 

  私は、○○自治会に加入する意思がありますので、本書のとおり届け出ます。 

なお、下記「○個人情報の取り扱いについて」にも同意します。 

 
よろしければご家族のお名前もご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○個人情報の取り扱いについて 

●ご記入いただいた個人情報は、会員相互及び役員との諸連絡、自治会活動、 

  災害時の避難、救助活動等の際に利用します。 

 ●本会では活動及び運営を円滑に行うために、いただいた情報を会員名簿に記載  

     します。  

     ※掲載したくない項目がある場合はご相談ください。 

 ●当自治会では、自治会活動を○○協議会および○○会と連携して行っていま 

     す。団体相互に活動を円滑に行うため、○○協議会および○○会に会員名簿を  

     提供することがあります。 

 ●ご記入いただいた情報は、上記の目的以外で利用したり、あらかじめご本人の同  

    意なく第三者に提供したりすることはありません。 

 

（    ）組 組長（       ）（○○○××丁目  番  号）に提出してください。 

                  

住所 

〒   －     

         

ふりがな   

氏名 
  

電話番号 
  

続柄 氏名 年齢 
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会員名簿【表紙部分】（例） 

令和〇年度 
 

 

〇〇自治会 会員名簿 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ この名簿は、〇〇自治会個人情報取扱基準に基づき作成し、配付しています。 

２ この名簿は、会員相互及び会員との諸連絡、自治会活動、災害時の避難、救助

活動以外には利用しないでください。 

３ この名簿は、会員の個人情報を含んでいるので、適正に管理してください。 

４ この名簿を本会会員以外に貸与し、又は利用させないでください。 

５ この名簿を廃棄する際はシュレッダー等で裁断するなど、適正に処理してくださ

い。 

６ この名簿の内容に修正が生じた場合は、〇〇自治会個人情報取扱者〇〇へご

連絡ください。 

  TEL〇〇〇-〇〇〇〇 
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会員名簿作成依頼文（例） 

 
令和○〇年○月○○ 日 

○○ 自治会の皆様ヘ 

○○自治会    

会長 ○○ ○○ 

 

会員名簿作成のご協力について 

 

○○の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、○○自治会では、会の活動及び運営を円滑に行うために、自治会員名簿を

作成しております。この名簿は、会員相互及び役員との諸連絡のための会員への配

付、自治会活動、災害時の避難、救助活動等の際に利用するために作成するもので

す。 

なお、当自治会では、○○自治会個人情報取扱基準に基づき適正に個人情報を

取り扱うこととしており、ご記入いただいた情報は、上記の目的以外で利用したり第三

者に提供したりすることはありません。 

趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。 

 

〈ご提出方法等〉 

１ 記入方法：下記調査票に必要事項を記入してください。 

２ 提出方法：調査票を切り取り封筒に入れ、各班長（組長）に提出してください。 

３ そ の 他  ：記載事項に変更があった場合は、速やかに【個人情報管理者】まで

ご連絡ください。 

 

―――――――――――――――切り取り―――――――――――――――― 

 

調査票 

 

名前            （                       ） 

住所            （                       ） 

電話番号         （                                            ） 

Ｅメールアドレス （                       ） 
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催し等で活用する名簿作成依頼文【７０歳以上の方の把握】（例） 

 
令和○〇年○月○○ 日 

○○ 自治会の皆様ヘ 

○○自治会    

会長 ○○ ○○ 

 

催し等の対象者（７０歳以上の方）の把握ついて 

 

○○の候、皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、○○自治会では、例年、７０歳以上の皆様を対象に、敬老の日の集いなどを

行っています。 

今年度も皆様に喜んでいただけるよう、いろいろな催し等を企画し、対象となる方にそ

の都度ご案内を差し上げたいと存じますので、本年〇月〇日現在で満７０歳以上の方が

お住いの世帯は、次の調査票にご記入いただき、〇月〇日までに自治会長（〇〇〇〇 

電話〇〇-〇〇〇〇）へご提出くださいますようお願いいたします（外出が不安な方は、

お電話いただければ取りにまいります）。 

なお、当自治会では、個人情報の取り扱いには十分注意しております。ご記入いただ

いた情報は役員のみで管理し、催し等のご案内以外に利用したり、ご本人の同意なく第

三者に提供したりすることはありません。 

また、回答していただいた調査票は適切に廃棄しますのでご安心ください。 

 

 ―――――――――――――――切り取り―――――――――――――――― 

 

調査票 

 

世 帯 主 の お 名 前 （                       ）        

７０歳以上の方のお名前（                         ）年齢（満  歳） 

（                        ）年齢（満  歳） 

※ 年齢は、本年〇月〇日現在でご記入ください。 

ご 住 所  （                                        ） 

電話番号（                                     ） 

 

※調査票には、必要最小限の集めたい情報（氏名、住所、電話番号、生年月日など）

の記載欄を設けます。 
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個人情報保護法質問ダイヤル 

TEL ０３－６４５７－９８４９ 

受付時間 ９：３０～１７：３０（土日祝日および年末年始を除く） 

自治会加入促進 個人情報取扱の手引き 
令和３年３月発行（令和７年2月改訂） 

福津市地域コミュニティ課郷づくり支援係 

住所 〒811-3293 福津市中央１丁目１番１号（別館１階） 

電話 0940-62-5017 

ＦＡＸ 0940-43-3168 

 

今後の自治会活動に特に必要な視点は、次の2つだと思います。 

 

 1つ目は「負担をいかに軽減するか」という視点です。担い手が不足する中で「これまで通り」を

続けることは難しく、本当に必要なことを、できるだけ楽にやっていくべきでしょう。具体的に

は、行事・活動や会議の際に次の4つのパターンを通じて、負担を軽減することが重要だと思い

ます。 

 ①［重ねる］同時開催・併催する 

 ②［間引く］隔年開催にするなど開催・実施の間隔を長くする 

 ③［一緒にやる］共催・共有する 

 ④［やめる］ 

 例えば、地域の運動会において 

「応急担架リレー」で、昼食の「炊き出し」も採点して種目にするなど運動会に備災訓練の要素を

織り込むというのが［重ねる］［一緒にやる］の具体例です。 

 

 2つ目は「ちょっとした工夫を行い、楽しみながら活動をする」という視点です。「しんどいか

ら、新しい人に入ってきてほしい」といった声をよく耳にしますが、大変なところにわざわざ入ろ

うと思う人はなかなかいません。「しんどいから」というメッセージ自体が新たな担い手を遠ざ

けてしまいます。 

もちろん、自治会活動は楽しいことばかりではありませんが、例えば、清掃作業にゲーム（競技）

の要素を入れ込むなど、ちょっとした「遊び」を加えると、そこに楽しさが出てきたりします。こう

いった工夫を通じて、自分たち自身が楽しく活動することこそが、担い手確保の一番の近道とな

ることを心に留めておいていただけると幸いです。 

 

福津市共働推進会議会長 嶋田暁文 

（九州大学大学院法学研究院 教授） 
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